
第１号様式（第３関係） 

 

豊山町特別職報酬等審議会 議事録  

 

１ 開催日時 

  平成２７年１月１４日（水） 

 午前９時３０分から午前１０時１５分まで 

 

２ 開催場所 

  豊山町役場 ４階 委員会室 

 

３ 出席者  

委 員：安藤茂市（尾張中央農業協同組合 代表理事組合長） 

伊神憲司（名古屋空港ビルディング株式会社 総務部長） 

岡島敬司（元区長） 

奥村俊夫（一般社団法人名古屋西法人会 北名古屋・豊山支部 豊山グルー

プ長） 

鍵谷友宏（東濃信用金庫 豊山支店 支店長） 

河村君枝（豊山町心身障害者福祉協会 理事） 

小坂芳則（名果株式会社 代表取締役社長） 

 

事務局：鈴木幸育（町長） 

安藤光男（総務部長） 

小川徹也（総務課長） 

林 真吾（総務・防災係長） 

水野将徳（総務・防災係主任） 

 

４ 欠席者 

  委 員：浅井恵子（とよやま女性の会 会長） 

      梅村文雄（愛知銀行 豊山支店 支店長） 

      細野 清（豊山町商工会 会長） 

 

５ 議題 

 （１） 会長の選任について 

 （２） 特別職の報酬等について 

 



６ 会議資料 

（１） 豊山町特別職報酬等審議会次第 

（２） 平成２６年度 豊山町特別職報酬等審議会委員名簿 

（３） 豊山町特別職報酬等審議会条例 

（４） 資料１－１ 一般職給料改定率（官民較差分） 

（５） 資料１－２ 一般職給料改定率（給与制度の総合的見直し分） 

（６） 資料２ 豊山町特別職・議会議員報酬額等改定状況表 

（７） 資料３ 尾張管内特別職・議会議員報酬等一覧表（平成２６年４月１日現在） 

（８） 資料４ 特別職・議会議員の報酬等の年額 

 

７ 議事内容 

総務課長 皆様、改めまして、おはようございます。 

定刻前でございますが、あらかじめ出席のご連絡いただいている方、

皆様お見えになっていますので、ただ今から、豊山町特別職報酬等審議

会を開催させていただきます。よろしくお願いします。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、総務課長の小川と申し

ます。どうぞ、よろしくお願いします。 

本日は、初会合となっておりますので、ただいまから、委員の皆様方

に辞令の交付を行わせていただきます。 

辞令の交付につきましては、自席において交付させていただきますの

で、順次、町長よりお受け取りいただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 
（辞令伝達） 

総務課長  ここで、委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。 

 委員名簿の順に、ご紹介させていただきます。 

 安藤委員でございます。 

（以下、名簿順に紹介。伊神委員、岡島委員、奥村委員、鍵谷委員、河

村委員、小坂委員） 

 次に、町側の出席者を紹介させていただきます。 

 鈴木町長でございます。 

（以下、名前を読み上げて紹介。安藤総務部長、林総務・防災係長、水

野総務・防災係主任） 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 ここで、町長からごあいさつを申し上げます。 

 



町  長 皆様方、おはようございます。また、今年一年よろしくお願いします。 

平素は、町行政について大変お世話になっております。この場をお借

りしまして、厚く御礼申し上げます。 

 １７日で阪神大震災からちょうど２０年になります。早いもので、阪

神地方は復興しましたが、相変わらず東北地方の災害については復興し

ていない状況であります。 

今年は「ひつじ年」。穏やかに過ごせるかなと気持ちはそう思っていま

すが、災害はいつ起こるかわかりません。また、皆様のご協力を承りた

いと思っております。 

 本日は、特別職報酬等審議会を開催いたしましたところ、ご多忙にも

かかわらず御出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 また、本審議会の委員就任をお願いいたしましたところ、快く引き受

けていただき、感謝申し上げます。 

 さて、本町の特別職、議員の報酬等の金額につきましては、本審議会

の開催結果に基づきまして、平成２４年４月から現在の額を適用いたし

ております。 

本日の諮問につきましては、大きく分けて２点ございます。 

１点目は、平成２６年人事院勧告内容の反映についてでございます。

近隣市町の改定状況を踏まえ、現行と同額とする案といたしております。 

２点目は、議会の常任委員会委員長の報酬増額についてでございます。

県内町村の状況を踏まえまして、１万円の増額とする案としています。 

本諮問について、委員の皆様方から忌憚のない御意見をいただきまし

て、最終的な答申をいただきたいと思っております。 

限られた時間ではございますが、慎重なご審議を賜りまして、諮問に

対して答申をいただきたいと思っております。 

以上、簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。 

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

総務課長  それでは、審議に入ります前に、資料のご確認をお願いしたいと存じ

ます。 

先ず、本日の次第が１枚、続きまして、委員名簿が１枚、事前にお渡

ししました審議会条例が１枚、資料１から４までをまとめたものが１部

となっております。 

落丁等がございましたら資料をお持ちしますが、よろしかったでしょ

うか。 

それでは、ここで、担当の方から審議会条例の概要について説明させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 



担  当 では、私の方から、先日お配りさせていただきました、豊山町特別職

報酬等審議会条例について、説明をさせていただきます。 

 お手元に条例の方をご準備ください。 

第１条の内容でございます。こちらは、議員報酬をはじめ、町長、副

町長の給料を審議するため、本審議会を置くことを規定したものでござ

います。 

第２条です。こちらの内容としましては、議員の報酬並びに町長、副

町長の給料の額を議会に提出するときは、審議会の意見を聞くものとし

たことを規定したものでございます。 

続きまして、第３条でございます。本審議会の委員の構成は１０名以

内とし、また町内の公共的団体等の代表者、及び、その他住民の方から

必要のつど任命し、この審議が終了しましたら、解任ということになっ

ております。 

第４条以下につきましては、会長の選出方法等、会議の招集等につい

ての規定でございますので、これをもちまして、条例の説明を終わらせ

ていただきます。 

なお、本日の会議の会議録につきましては、発言者の氏名を除いて公

開とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 また、本日の会議につきましては、守秘義務がございますので、他言

はご遠慮いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

総務課長  それでは、議題に入らせていただきます。 

豊山町特別職報酬等審議会条例第５条の規定に基づきまして、会議の

成立には、委員の過半数の出席が必要となっております。 

本日の出席者につきましては、１０名中７名の委員の方が出席されて

おりますので、会議が成立していますことをここでご報告させていただ

きます。 

 次に、条例第４条の規定に基づき、会長の選任をお願いしたいと存じ

ます。 

会長の選任につきましては、委員の皆様方の互選となっておりますの

で、委員より推薦をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

Ａ 委 員 Ｂ委員を会長に推薦いたします。 

総務課長  ただ今、Ｂ委員のご推薦がありましたが、皆様方はいかがでしょうか。 

委  員 （異議なしの声） 



総務課長  ありがとうございます。「異議なし」のお答えをいただきましたので、

Ｂ委員に会長をお願いしたいと存じます。 

 Ｂ会長につきましては、会長席への移動をお願いいたします。 

 それでは、誠に恐縮でございますが、会長から就任のごあいさつをお

願いいたしたいと思います。 

会  長  それでは、ご推挙いただき会長を務めさせていただきます。 

なにぶん不慣れでありますので、よろしくご協力いただきますことを

お願いして挨拶に代えさせていただきます。 

総務課長  ありがとうございました。 

 ここで、町長からＢ会長に特別職の報酬等の額の改正につきまして、

諮問書をお渡しいたします。 

町  長 それでは、豊山町特別職報酬等審議会会長Ｂ様、豊山町特別職報酬等

の額の改正について諮問をさせていただきます。 

豊山町特別職報酬等審議会条例第２条の規定により、次の事項につい

て審議会の意見を求めます。 

町長、副町長、議長、副議長及び議員の報酬等額について、現行と同

額とするということでございます。 

ちなみに、現行の月額、町長給料月額８２９，０００円、副町長給料

月額６８５，０００円、議長報酬月額３７７，０００円、副議長報酬月

額３０２，０００円、議員、報酬月額２８２，０００円。 

 ２つ目としまして、常任委員会委員長の報酬額について、２９２，０

００円とする。 

現行の月額については、議員報酬月額２８２，０００円、改定予定日

は平成２７年４月１日と考えております。 

 （町長が諮問書の朗読をし、会長に手渡すと同時に、事務局から各委

員に諮問書の写しを配付） 

総務課長  ここで、諮問案について、担当からご説明申し上げます。 

担  当 それでは、私の方から、今お配りさせていただきました諮問案につき

まして、説明させていただきます。 

諮問案につきましては、先ほど町長の挨拶にもありましたとおり、大

きく分けて２点ございます。 
１点目は、人事院勧告に伴う給与改定内容の反映についてであります。 

平成２６年の人事院勧告では、民間給与との較差等に基づく０．３％

の増額改定のほか、給与制度の総合的見直しにより、地域の民間給与水

準を踏まえ、地域間及び世代間の給与配分を見直すため、２．０％の減



額改定も勧告されております。 

そのため、今回の勧告につきましては、２段階での改定となっており

ます。 

この改定率を反映させますと、現行月額より減額となる結果となりま

す。 

しかし、激変緩和措置のための経過措置としまして、３年間は現行月

額が保障される仕組みとなっています。 

また、本諮問案の金額を決定するにあたりまして、北名古屋市をはじ

め近隣の９市町に対し、報酬等の改定状況を確認した結果、７団体が「平

成２６年人事院勧告の反映はしない」、２団体におきましては「未定」と

いう回答をいただいております。 

以上を踏まえまして、近隣市町との均衡等を考慮し、本諮問案は、現

行と同額としております。 

続きまして２点目でございます。 

常任委員会の委員長の報酬額の増額についてでございます。 

平成２６年９月２５日付けで豊山町議会議長から常任委員会委員長の

報酬について、増額の申し入れがありました。 

こちらにつきまして、北名古屋市をはじめ近隣４市の状況を確認しま

したところ、常任委員会委員長と他の議員の報酬に差を設けている団体

はございませんでした。 

ただし、県内の町村の状況を確認したところ、差を設けていない団体

につきましては、本町と飛島村のみでした。 

なお、差額につきましては、３団体が１万円未満で、その他の団体に

つきましては、すべて１万円の差額となっておりました。 

以上を踏まえまして、常任委員会委員長の報酬につきましては、現行

の議員報酬月額に１万円を増額した２９万２千円とする諮問案としてお

ります。 

以上で説明を終わります。 

総務課長 ここで、町長は一時退席いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 （町長退席） 

総務課長 では、会長、議事の取り回しをよろしくお願いいたします。 

会  長 それでは、審議に入りたいと思いますが、町長から諮問を受けまして、

その内容については事務局の方から説明があったとおりでありますけれ

ども、その内容につきまして、ご質問・ご意見がありましたらお伺いし

たいと思いますがいかがでしょうか。 



２つの内容がありましたけれども、同時一括ということで何かござい

ましたらご意見をどうぞ。 

総務部長 事務局から資料の説明をさせていただきたいと思います。 

会  長 配付されております資料の内容について、事務局から説明をいただき

ます。 

担  当 では、先ほど諮問案につきまして、概要を説明させていただきました

が、事前にお配りしました資料について説明させていただきたいと思い

ますので、先ず資料１－１をご覧いただけますでしょうか。 

こちら、資料１－１につきましては、一般職の給料改定率のうち民間

給与との較差に基づくものでありまして、一般職の改定率につきまして

は、０．３％でした。 

この改定率というものは、民間給与と国家公務員全体との格差に基づ

く改定率ではなく、国家公務員のうち一般職の職員と民間給与との格差

に基づく改定率となっております。 

過去の改定実績につきましては、平成２３年度に実施しました報酬審

議会におきまして、金額を減額するという答申をいただきました。 

それに基づき、資料の一番左側にお示ししました金額を平成２４年４

月１日から適用しております。 

 現在の金額につきましては、町長が８２９，０００円、副町長が６８

５，０００円、議長が３７７，０００円、副議長が３０２，０００円、

議員が２８２，０００円となっております。 

なお、こちらの町長の給料につきましては、町長の３期目の任期開始

日であります、平成２５年８月６日から、給料の特例に関する条例に基

づき、給料月額を１０％カットしており、実際の支給額は異なりますの

で、ご注意ください。 

一枚めくっていただきまして、資料１－２をご覧ください。 

資料１－２につきましては、一般職給料改定率のうち「給与制度の総

合的見直し」に基づく来年度の改定率に関する資料であります。 

平成２６年の人事院勧告では、先ほどの資料１－１で説明させていた

だきました、民間給与との較差に基づく増額改定のほか、給与制度の総

合的見直しにより、地域の民間給与水準を踏まえ、地域間や世代間の給

与配分を見直すため、別で２．０％の減額改定も勧告されております。 

なお、この改定率につきましては、平成２７年度からの適用となって

おりますので、資料１－２の改定率をかける基となる数値につきまして

は、資料１－１の０．３％の増額改定を反映させた参考月額の千円未満



を切り捨てた金額としております。ちょうど資料１－２の網掛け部分が

その金額となっております。 

以上、資料１－１と資料１－２の２段階の改定を反映させた最終的な

参考月額につきましては、町長が８１４，３８０円、副町長が６７３，

２６０円、議長が３７０，４４０円、副議長が２９５，９６０円、議員

が２７６，３６０円となっています。 

では、もう一枚めくっていただきまして、資料２をご覧ください。 

資料２につきましては、平成３年１０月１日適用から現在までの特別

職及び議員の改定額の一覧表となっております。 

最新の改定実績としましては、一番右下にあります平成２４年４月１

日となっております。 

なお、ここで言う改定率は、人事院勧告における平均改定率ではなく、

実際の本町における報酬等の改定率となっておりますのでご注意くださ

い。 

続きまして、資料３をご覧ください。 

豊山町の近隣にある３町、東郷町、大口町、扶桑町の特別職の報酬等

の現在の状況を一覧表にまとめたものとなっております。 

平成２６年４月１日現在における特別職、議員の報酬等月額、議員定

数、人口、行政面積の状況も併せて一覧表にしております。 

町長の給料月額につきましては、最大９００，０００円から最小で８

２９，０００円となっており、７１，０００円の差が生じております。 

副町長におきましては、３１，０００円、議長では、３７，０００円、

副議長では、３２，０００円、議員では、２４，０００円、それぞれ差

が生じております。 

 なお、常任委員会委員長の報酬につきましては、豊山町を除く３町で

は、他の議員と差を設けております。 

今回の諮問案では、これら近隣町村の状況を踏まえまして、本町にお

きましても常任委員会委員長の報酬額を増額するものとなっておりま

す。 

最後になりますが、資料４をご覧ください。 

資料４につきましては、特別職、議会議員の年収額の一覧表となって

います。 

平成２６年の人事院勧告におきまして、期末手当の期間率が、一般職、

特別職ともに０．１５月引上げとなりました。 

この結果を受けまして、本町におきましても、昨年、平成２６年１２

月議会におきまして、一般職、特別職ともに期末手当の期間率を０．１



５月引き上げる条例改正を行っております。 

そちらの改正後の条例に基づき計算した結果がこちらの金額となって

おります。 

以上簡単ではございますが、資料に関する説明を終わらせていただき

ます。 

会  長  ありがとうございました。特別職の報酬、さらには常任委員会委員長

の報酬の額までそれぞれ説明していただきましたが、何か、質問、ご意

見はございませんか。 

Ａ 委 員  質問が的を得ていないかもしれませんが、例えば、資料１－１の改定

率というのは、国家公務員のうち一般職の給与と民間給与の較差による

ものということで、国家公務員の一般職と、民間企業のあるターゲット

をピックアップして平均０．３％公務員が安いということであると思う

が、豊山町の職員の給料の額の場合、例えば、国家公務員の一般職の額

と、各町村の額がぴったりと合うことはないでしょう。例えば町村で若

干違うとか。 

会  長  事務局、どうですか。 

担  当  本町の給料表につきましては、国家公務員では俸給表と言いますが、

そちらの給料表を基に本町は運用しております。 

ただし、職務・職責に応じて級等が変わってきますので、例えば国に

おいて、町村の業務より高度な業務を行っていれば、町の給料より高い

給料を支給されている職員もいますが、基本的には同じ給料表を使って

おります。 

Ａ 委 員 例えば０．３％改定をすれば、額としても大体同じようになる、そう

いうことでよいか。 

担  当 はい。 

会  長 一般企業の基準としては、全企業の平均賃金リストとかいろいろとデ

ータがあるがそれらの比較によるものか。 

担  当 企業規模が５０人以上、かつ、事業所規模で５０人以上の事業所を実

施調査させていただきまして、そちらの方の４月分の給与、約５０万人

を対象とした調査に基づき比較をさせていただいております。 

会  長 その差が０．３あったので、引き上げるということと理解すればよろ

しかったか。 

担  当 はい。 

Ａ 委 員 例えば、今、豊山町、東郷町、大口町、扶桑町があるが、町長の月額

給与がみんなバラバラだと思うのですが、職員はどこの町も同じような



ベースであるという理解でよろしかったか。 

担  当 はい。基本的には同じ給料表を使っているので。 

Ａ 委 員 町長とか、副議長は、また違う決めになっているということか。 

担  当 各自治体の条例に基づき決められております。 

会  長 よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

 それでは、２６年度につきましては、人事院勧告により０．３％プラ

スが望ましいということで勧告がありましたので、２６年度の報酬につ

いては、０．３％、平成２６年４月１日から遡りで払われ、２７年度の

改正については、総合的な見直しから２．０％引き下げるべきだという

ふうに勧告があったわけですけれども、そのままで改定を行うと金額が

大きいので、３年間調整されるという規定もあるので、今年度、２７年

度については、前年同額の金額にしたいと言うことの内容であります。 

 そのことで、もしよろしければ、１の特別職の報酬について、採決と

言いますか、他にご意見がなければ承認ということにしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

委  員 （異議なしの声） 

会  長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。「異議なし」という言葉

もありましたので、特別職の報酬の関係につきましては、諮問がありま

した金額に決定をさせていただきたいと思います。 

続きまして、２番目の議員の常任委員会の委員長の報酬については、

今、決めていただいた報酬額にプラス１万円させていただくのが諮問の

内容でございますけれども、説明にありましたとおり、他の市町村等で

概ね１万円の差額を設けて支給しているという内容でございますので、

これにつきましても、特別ご意見等がなければ、そのように承認いただ

きたいと思いますがかがでしょうか。 

委  員 （異議なしの声） 

会  長 よろしいでしょうか。「異議なし」という言葉もいただきましたので、

２番目の常任委員会の委員長の報酬につきましても、１万円プラスして

２９万２千円ということで、決定とさせていただきます。 

それでは、諮問に対する答申書の作成いたします。 

総務課長 今、答申をいただきましたので、答申案を作成させていただきまして、

委員の皆様に確認され次第、改めて町長の方に答申書を提出していただ

きたいと思いますので、今しばらく時間をいただきますよう、よろしく

お願いします。 

会  長 答申の内容を事務局の方でまとめて、整理させていただきますので、



会の方はしばらく休憩とさせていただきます。 

 （答申書作成） 

会  長 それでは、会議を再開させていただきます。 

今、お配りしているのが、審議いただいて、答申書としてその内容を

まとめたものでございます。 

読ませていただきますと、特別職の報酬等の額の改定について（答申）

と言うことで、平成２７年１月１４日付けで諮問のありました、当審議

会に対して意見を求められた特別職の報酬等の額を改定することについ

て、次のとおり答申します。 

１として、町長、副町長、議長、副議長及び議員の報酬等額について、

現行と同額とする。 

２として、常任委員会委員長の報酬額について、２９２，０００円と

し、他の議員と比べると、１万円プラスした額と言うことで決定いただ

きました。 

よろしければ、これで町長へ答申としてお渡ししたいと思いますが、

よろしかったでしょうか。 

委  員 （異議なしの声） 

 （町長再出席） 

会  長  それでは、慎重な審議をして、まとまりましたので答申させていただ

きます。 

豊山町長鈴木幸育様、特別職の報酬等の額の改定について、答申をさ

せていただきます。平成２７年１月１４日付けで諮問のありました、当

審議会に対して意見を求められた特別職の報酬等の額を改定することに

ついて、次のとおり答申します。 

１として、町長、副町長、議長、副議長及び議員の報酬等額について、

現行と同額とする。 

２として、常任委員会委員長の報酬額について、２９２，０００円と

する。 

以上であります。 

町  長  ありがとうございました。 

会  長 事務局の方から何かありますか。 

総務課長 特に事務局からはございません。 

会  長  委員の皆様の方から何かありますか。 

委  員  （特になし） 



会  長  それでは、審議をこれで終了させていただきます。ご協力ありがとう

ございました。 

以上をもちまして特別職等報酬審議会を終了とさせていただきます。

ありがとうございました。 

総務課長  長時間にわたり、慎重なご審議いただき、誠にありがとうございまし

た。 

 本日の審議会は、これで終了させていただきます。 

 ここで、町長からお礼のごあいさつを申し上げます。 

町  長  委員の皆様、大変慎重な審議をしていただき、答申をいただきました。 

これに沿って進めていきたいと思っております。よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

総務課長  最後になりましたが、本日の会議における報酬をお支払いたしますの

で、いましばらく、自席でお待ちいただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 ありがとうございました。 

 


